
経営支援課の公募以外の事業

［資料４－１］専門家派遣事業

［資料４－２］よろず支援拠点事業
（Ｒ８新設・生産性向上支援センター）

［資料４－３］経営革新等伴走型支援事業



1

令和８年度公募事業等説明会
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専門家派遣事業
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専門家派遣事業 

かごしま産業支援センターでは，中小企業等が抱える経営，情報化，販売，
マーケティング等の様々な経営相談に対応して，センターに登録している民
間の専門家を派遣し，診断助言を行う「専門家派遣事業」を実施しています。

●募集企業数

年９社程度

●派遣回数

年６～８回程度、１回あたり３～５時間派遣

●派遣専門家

経営コンサルタント，中小企業診断士，ＩＴコーディネータ,企業ＯＢな

ど幅広い分野の専門家
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⑴ 対象者
県内の創業者・中小企業者で、以下の要件を満たす者

①創業または経営革新等を行い経営の向上を目指す意欲がある

②経営の向上に係わる目的・目標が明確である

③付加価値の向上(※)が期待できる
(※)付加価値＝営業利益＋人件費＋減価償却費

⑵ 事業の流れ
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⑶ 企業の費用負担
謝金と旅費の総額の1/3を企業が負担（派遣毎にセンターへ納入）

謝金・・・10,500円/時間
旅費・・・当センター規程に基づき算出

＜例＞ 霧島在住の専門家を鹿屋へ派遣（１回３時間支援）する場合

（謝金10,500円×３時間＋旅費約4,500円）×1/3＝12,000円/回

⑷ 制度のポイント
・ 細やかなアドバイス
 年６～８回程度、１回あたり３～５時間派遣（１企業１テーマ）
※回数、時間は申請時に要相談

 ・ 企業が専門家を指名することも可能
 原則として当センターにおいて選定しますが、派遣前に専門家登
 録を行い、かつ経済性、合理性が認められる場合のみ指名可能
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⑸ 支援事例①
  業  種：プラスチック工業部品製造

  テーマ：企業理念・評価制度の策定

      内  容：①経営理念・人事考課表・賃金規定等の明確化
  ②評価者や経営幹部への指導・助言
  ③人事制度運用のアドバイス

      成  果：昇進・昇格等の基準を明確にし、給与水準も見直した
  →従業員の姿勢に変化が見られ、議論が活発に。
  →管理職・評価者の意識醸成も促された。
  →外部専門家が間に入ることで、社長と後継者の橋渡しに。

専門家を交えた従業員説明会の様子
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⑸ 支援事例②
  業  種：金属製品製造業

  テーマ：BCMに関するノウハウ蓄積と社員への更なる浸透

      内  容：①BCPの見直し（ブラッシュアップ）
  ②自然災害に対して必要となる危険予知と対策の検討
  ③訓練シナリオの効果的な運用

④社員（家族）への啓発及び運用にあたっての役割分担
と教育訓練のノウハウ

      成  果：社員教育、机上訓練による効果的な運用、判断力及び対
応力、BCMに関する指導により、訓練シナリオの作成、実
施手法や有効性など知見を深めることができた。
本部・工場別のBCP策定により、取引先からの信用力向上
に加え、社員雇用維持や社員満足度の向上につながった。

診断助言の様子
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⑹ 最後に
【令和８年度の派遣予定】

①派遣回数：９社×８回＝72回程度

②募集期間：随時（予算に達するまで）

※派遣回数はあくまでも目安です。各社の派遣決定回数や予算の執
行状況によっては、①の回数を超えて派遣できる場合があります

 ので、まずはお気軽にお問い合わせください。
※相談内容によっては、対応可能な専門家の該当がない場合があり
ますので予め御了承ください。

【問合せ先】
（公財）かごしま産業支援センター 経営支援課

住所：鹿児島市城山町１番24号（県中小企業会館４階）
電話：099-219-1273
Mail：keiei@kisc.or.jp



鹿児島県よろず支援拠点
（カゴよろ）について

よろず支援拠点は，個人事業主・小規模事業者・中
小企業の経営支援体制強化のため，国（中小企業
庁）が全国４７都道府県に設置している経営相談所

売上拡大，経営改善，創業，ＩＴ化など，事業者の皆様のあらゆるお悩み
やご相談に対して，現役のスペシャリストがアドバイス・支援を行い，経
営課題解決のお手伝いをしています。

資料４-２
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１．「何度でも無料」で相談可能

鹿児島県よろず支援拠点は公的機関であり，何度相
談しても無料です。

「こんな小さなことで相談してもいいのかな？」と迷う
必要はありません。現状を整理するだけでも，プロの
視点が入ることで視界が開けるはずです。

２．多彩な専門家チームの「総合力」

拠点には中小企業診断士，税理士，デザイナー，ＩＴ
専門家など多種多様なバックグラウンドを持つコー
ディネーターが存在しています。
・「補助金の申請書類をブラッシュアップしたい」
・「ＳＮＳを活用した集客を学びたい」

といった，具体的かつ専門的なアドバイスが受けられ
ます。

３．「現場主義」の伴走型支援

ただアドバイスをして終わりではなく，事業者の立場
に立った「伴走型」の支援が特徴です。

県内各地で出張相談会も開催しており，離島や遠方
の事業者の方でもアクセスしやすい体制が整っていま
す。

10



県内広域にサテライト＆定期相談所を設置

箇所
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多彩なセミナーと伴走支援でバックアップ

累計約200種類以上
の主催セミナーを開催しています。

講師派遣依頼約125件
(令和6年度）のセミナーを開催しています。
・JA鹿児島経済連 「火種塾」
・県茶業組合青年部
・県６次産業化
・鹿児島県天然つぼづくり米酢協議会
・若手金融機関行員向け「よろず塾」等

12



13



鹿児島県よろず支援拠点生産性向上支援センターのご紹介

◎国において各都道府県に設置されているよろず支援拠点内に令和８年度から設置される新し
い組織です。

【設置目的】

足下の深刻な人手不足・労働供給制約下に置いても、中小企業・
小規模事業者が省力化等を通じて、生産性を向上させることを目的
とします。

【支援の内容】

中小企業・小規模事業者等の生産性向上（特に労働投入量の効率化）
に向けて、複数回・現場訪問型の徹底した伴走支援を提供します。

【支援対象】

鹿児島県内において事業を行う中小企業・小規模事業者等

【開設時期】

令和８年４月１日（予定）
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支援の基本的な流れ

以下の流れを基本とし、複数回の現場訪問型支援を行います。

※あくまでも基本的な流れであり、支援回数は支援内容等によって異なります。

支援申込
（１回目）

・事業者が支援申込書にサイン
・事業内容や企業の規模を把握するための資料の提供（決算書の一部等）

生産性向上取組計画策定

（２～４回目）

・サポーターによる現場確認及び事業者と課題分析
・事業者とサポーターとの合意の上で計画を策定し、支援の出口(目標)を確定

支援実施
（５～10回目）

・生産性向上取組計画に基づいて支援を実施
・次回の支援までに取り組む課題を毎回提示

支援完了
・支援の出口(目標)に至った場合、支援完了同意書に事業者がサイン
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支援内容の例

支援内容 具体的な指導・取組内容（例）

①５Ｓ活動の推進
整理・整頓・清掃・清潔・しつけを基本とした在庫管理、保管場所決定、
掲示・ラベル表示 など

②作業効率改善 作業工程、移動経路、原料・資材保管場所の見直し、など

③製造管理 在庫量の把握、適正在庫の決定、先入れ先出しの徹底 など

④品質管理
各種認証の取得、維持、監査対応支援、不良品、手戻り発生の原因究明
及び再発防止 など

⑤多能工化 事務分掌、組織図の作成、繁忙期、休暇取得社員の応援体制構築 など

生産性向上支援センターの支援内容については、各事業者の課題等に応じて変わりますが、どのような支援
を受けることが出来るのかについて例示します。

※例示した支援内容のほか、ＩＴ化やＤＸに関する支援についても対応する予定としております。
※事業者が希望する場合、現場での指導に加え、社員や経営者を対象として生産性向上の取組の意義等につい
て説明するゼミも実施予定です。
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その他補足事項

・本日説明した内容については、検討中の内容となりますので、生産性向上支援センター開設
後の取り扱いと異なる場合があります。

・予約方法等については、詳細が決まり次第別途周知します。

・生産性向上支援センターの開設は、令和８年４月を予定しておりますので、開設までの間は
実施機関である（公財）かごしま産業支援センターまでお問い合わせください。

【問合せ先】

（公財）かごしま産業支援センター 経営支援課

TEL：099-219-1273 E-Mail：keiei@kisc.or.jp
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経営革新等伴走型支援事業

令和８年３月

経 営 支 援 課

令和８年度 公募事業等説明会

資料４－３

Ⅰ 経営革新計画の概要
Ⅱ 経営革新計画作成メリット
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Ⅰ 経営革新計画の概要

＜経営革新計画とは＞
中小企業者が，新商品（サービス）の開発・生産，提供，新規事業分野への進出など，

自社にとって新たな取り組みを行い，経営の向上を図る３～８年間のビジネスプラン
（経営革新計画）のことです。作成後，県知事から承認を受けると，その計画達成に向
けた取り組みに対し，低利融資等の支援を受けることが出来ます。
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Ⅰ 経営革新計画の概要

経営革新計画 取組の流れ

＜経営革新計画作成支援＞
経営革新等伴走型支援事業では、当センターの「経営革新等支援専門員」が
相談から計画作成、県への申請、計画実施まで支援します。
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Ⅱ 経営革新計画作成メリット

経営革新計画作成のメリット・効果
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Ⅱ 経営革新計画作成メリット

■承認により受けられる支援策一例 （※それぞれの機関の審査が別途必要です） 

区分 支援内容 取扱機関 

融資・保証の特例 ・政府系金融機関による低利融資 

・信用保証の特別枠 

・県融資制度（経営力強化資金） 

日本政策金融公庫 

鹿児島県信用保証協会 

県内金融機関 

補助金・投資 ・中小企業経営革新支援事業費補助金 

・中小企業投資育成株式会社からの投資 

鹿児島県中小企業支援課 

大阪投資育成株式会社 

販路開拓支援 ・販路開拓コーディネート事業 

・中小企業総合展への出展 

中小企業基盤整備機構 

  〃 
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まずは，お問い合わせを！
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